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 昨年１２月１４日に第２回団体交渉実施を申入れたのにもかかわらず、大学側からは 
何の回答もありませんでした。 
そこで再度、下記の通り申し入れ書を提出し、団体交渉実施を強く要求した結果、よ 

うやく団体交渉の日程が決定いたしました。詳細は追ってお知らせします。 
 皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

ようやく第２回団体交渉が 
２月２８日（木）に決定しました！！ 

 2008 年 2月 13 日 

 静岡大学長 

 興  直孝 殿 

          団体交渉申し入れ書 

 

                       静岡大学教職員組合 
                       執行委員長 久保 英雄 
 
 静岡大学の運営に当たっての日頃のご尽力に敬意を表します。さて、昨年 12 月 14
日、弊組合は給与等改善を中心とする 6 項目の要求について団体交渉を申入れまし

たが、残念ながら、未だ交渉に応ずる旨の回答をいただいておりません。この間、

要求した項目のうち、3 項目については、先日（2 月 5 日）の過半数代表者に対する

説明によれば、組合の要求通り実施を決定したとのことですが、残りの要求項目に

ついての具体的な回答を求めます。また、この間、新たに発生している諸問題（非

常勤職員の雇用継続問題、労基署からの是正勧告への対応など）についてもあわせ

て回答を求めます。（具体的には下記の要求項目です。） 
 これらについて、本年 2 月末日を期限として可及的すみやかに組合との団体交渉

の場を設けることを、あらためてここに要求いたします。 
 

記 
 
１．地域手当の支給率引き上げ 
 東西同率 6％の支給に向けて、支給率を早急に改善するよう要求する。 
２．非常勤職員の時給引き上げ 
 ・対象者全員に 1 級 33 号相当額の 1％分の時給引き上げを要求する。 
・昇給頭打ち前の時給で法人化によって固定化された職員の昇給を要求する。 
・勤務地における時給の格差是正を要求する。 
上記１、２については、平成19年４月１日に遡及して実施することを要求する。 
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３．人件費の原資となる財務状況の公開 
 人件費に関する予算・決算の詳細を公開することを要求する。 

４．非常勤職員の雇用契約更新打ち切り（いわゆる「3年雇い止め」）の改善 

 一律の機械的な雇い止めをやめて、本人が希望し職場が必要とする場合には、雇用継続または一定

期間の雇用延長に応ずるよう要求する。 

５．労働基準監督署からの是正勧告について 

 振替休日の取得可能範囲が従来の労使間の合意による慣行から狭められたが、法令通りの振替休日

取得をどのようにして確実に実行するつもりなのか、その方策について回答を求める。 

６．就業規則にある「別に定める」事項の制定について 
 どの項目について、いつまでにどこでどのように定める予定なのか、回答を要求する。 

 
 
 
組合が要求した人事院勧告に準拠した給与改善について、以下 3 項目は実施の方向で各過半数代表に説明

が行われました。 
1．月例給の改定 

   （１）初任給を中心に若年層に限定した改定。 
一般職基本給表(一) 改定率１級 1.1％、２級 0.6％、３級 0.0％。４級以上は改定なし  

（２）その他の俸給表 
一般職基本給表(一) との均衡を基本に改定。 

２．扶養手当の引き上げ 
    子等 現行６，０００円から６，５００円に引き上げる。 

３．期末・勤勉手当の引き上げ 
    現行年４．４５月を年４．５月に引き上げる。 

※ 以上 3 項目は 2007 年 4 月 1 日に遡及して適用されます。 
 
 
 
 昨年１１月２９日に、映画「日本の青空」浜松キャンパス上映会 が開催されました。 
 この映画は、現在の日本国憲法の基本

骨格となる理念が、GHQ の「押しつけ」

ではなく、日本人自らが作り上げたもの

であるという史実を描いた貴重な映画

です。しかもその中心人物が、後に静大

教授を務めた鈴木安蔵氏であったこと

から、ぜひ本学キャンパスで上映したい

という多くの方々の熱意の結果実現し

た上映会でした。 
前売り券の売れ具合から、参加者が少な

いことを危惧していましたが、ふたを開

けてみると１００名以上の方々が熱心

に鑑賞してくださいました。その様子

は、多くの方々が熱い感想文を書いてく

ださったことからもうかがうことができます。本号では、その一部を紹介します。 

給与改善要求、とりあえず３項目の実施決定 

組合が中心となり、「日本の青空」浜松キャンパスで上映！ 

 



 第１１号（第２回団体交渉日程決定！号）                        PAGE ３ 

  ご覧になった方々は、当日の感動を思い出していただくとともに、まだご覧になっていらっしゃらな

い方々は、機会を捉えてぜひ鑑賞していただけたら と思います。 （工学部支部書記長 松田智） 
なお、この映画は静岡キャンパスでも上映されました。（静岡では 1／24 に人文学部法律・経済学科の主催で

上映） 
○とても良い映画だったと思います。今まで知らなかったことを教えてもらうことができました。少し

アメリカを正当化しすぎていたり、戦争を全て否定していて、自虐に感じたりもしましたが、それで

もやはり得るものの大きい映画だと思います。空白の軍事条項や女性についての条項を考えたベアテ

さん、ラウェル文書など、知ることができて本当によかったと思います。人が何かを決める時、それ

が憲法である時、それは簡単に決まってよいものではなく、徹底的に話し合ってこそであると感じま

した。この映画を観ることができて感謝します。作ってくださってありがとうございました。鈴木夫

婦の演技がとても好きです。（学生） 
○憲法について何も自分は知らないんだと感じました。自分たちの国のことなのに、日本の女性が何も

言えない社会を直そうという外国の女性がいたことにとても感動しました。(高校生) 
○とても感動したし、こんな多くの人の想いが反映していることをうれしく思いました。沖縄の写真に

とても衝撃をうけましたが、もっと多くの人に知ってもらいたいです。来てよかったです！(高校生) 
○鈴木安蔵氏なる人物の存在をこの作品で初めて知りました。作り手の情熱が込められた良い作品だと思

います。ただ、学生や先生など、学内の人も有料というのはどうかと思います。学内の施設での上映会

ですし、学内関係者は無料化有料でももう少し値を抑えて頂きたかったところです。(学生) 
○改めて憲法９条の大切さを感じました。その意味で平和主義の日本を作り上げた男たちの偉大さはすば

らしいと思いました。(学生) 
○国内では身分が低く相手にされないような人々が作った案をＧＨＱが採用し、それこそが国民感情にそ

ったものであり、結果的に全ての日本人が納得する憲法ができたのだと思った。(学生) 
○今の憲法が日本人の作ったものであると知って感慨深い気分になった。そして誕生までに無数の苦難が

あったことが心で「理解」できた。軽々と「憲法変える」なんて言うもんじゃないと思った。ただ、映

画そのものの出来にはまだ問題点があると思う。(学生) 
○ベアテ・シロタさんの言葉に感動しました。第２２条は彼女がいなかったら入っていなかったと思いま

す。(学生) 
○安蔵夫婦のきずな、妻とし子の強さ、ベアテについて初めて知ることができてよかった。OＧＨＱのお

しつけ憲法ではないとよくわかり、うれしかった。改めて９条を大事にしたい、今の防衛庁の汚職に怒

りがわく。他の多くの方々、学生さんたちにもこの映画をみてほしい。もっと他でも上映してほしい。 
○憲法改正を言う人は必ず今の日本の憲法はＧＨＱ(アメリカ)におしつけられたものだと、主張しますが、

本当はこの映画にあるように鈴木安蔵ら日本の知識人たちの草案が基礎になっていることをもっと知ら

せていくべきだと思います。それと、憲法９条は絶対に改悪させないようにすることが大切だと思いま

す。今回、学内でこのような上映会を企画された教職員組合の皆さんご苦労様でした。 
○憲法を今一度考える良い機会となりました。鈴木安蔵についても調べたくなりました。子どもたちにも

今日の映画の事を話します。ありがとうございました。 
○これだけ多数の多様な憲法草案から選ばれたとは驚きです。日本人の多くが希求していたのが、現憲法

に結実したことが、よく理解できました。 
○日本の青空に今、黒い霧や重苦しい雲が立ち込めてきている。歴史を考えさせられる。老いも若きも子

どもたちにも歴史の真実を教え、学ぶ機会をもっとたくさん作らなくてはならないと思う。書きたいこ

とは山ほどあるが今日はこれだけで。 
○あらためて平和憲法を見つめた。何故ＧＨＱ押しつけだけが一人歩きしていたのか、日本人の歩む道は、

平和国家である。 
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働働ききややすすいい職職場場をを  

  実実現現ししたたいいとと思思いいまませせんんかか？？   
 

 
 

★今年度退職される方へ 
 
今年度退職予定の方は、お手数
ですが書記局までお知らせくだ
さい。 
 
「教職員共済」加入の方･･･ 
  お手続きをお願いします。 
  こちらから書類をお送りし

ますが、お手元に届かない
場合はお知らせください。 

「労金」「全労済」ご利用の方･･･ 
  お手続きをお忘れなくお願

いします。 
 
 
★2008 年度 

組合役員選挙 公示中です。 
 
・立候補届出期間 
    ２/６～２/２５ 
・投票期間 
    ３/７～３/１４ 
・開票 ３/１４ 
 
 
【書記局の閉局】 

２／２９ 

 
 
 

 

静岡大学教職員組合公式ＨＰも 

ご覧ください。（随時更新中） 

 

http://www.jade.dti.ne.jp/~suu/ 

西部地区非常勤職員懇談会が行われました 
2007 年 12 月 21 日(金)12:30-13:20 組合西部書記局 

 
未組合員もお誘いして書記局内は満席、大変にぎやかでした。 
まず参加者全員から自己紹介があり、続いて現状に問題を抱えている

方々よりお話がありました。 
"3 年雇い止め"のため今年度いっぱいで雇用が打切られる方、訳あって現

職を退くことになってしまう方、 
それぞれに厳しい状況がうかがわれました。 
 「平和と文化のつどい」の感想も話題になりました。 
・中国人留学生による本場の水餃子がおいしかった。 
・餃子作りの指導もあってためになった。 
・マジックショーがライトを使った珍しいものでおもしろかった。 
・太極拳は刀を使っていてすごかった。など 
今回 ほとんどの組合員(非常勤職員)が出席され会場はとても和やかな

雰囲気につつまれました。 
お昼の休憩時間はあっという間で一瞬の出来事のように思えますが、

遠慮なく本音で語り合える貴重な時間となりました。 
非常勤ネットワーク 本多 志奈子さん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 なお現在執行部では、静岡地区の非常勤職員懇談会を企画中です。 
 ぜひ多くの皆さまの参加をお願いいたします。 
 
 
 
 



 


